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1環鰤
助t鯉山li助 産島litti隻 山li学校 j撻 成,,il旨 定規;‖ の一部を改il:す る省令の公 4jに ついて (通 力|)

偽t鯉師助産由li看護白li学校養成,りi指定規則の一湘∫を改刊1す る省令 (11′ 成 23年 文湘S夕1学

省・サ!″ 生労 llllJl省 令第 l);・。以 ド「改 ||:省 令」という̀ 1)が ,Ill紙 のとおり公布され、｀

“

成

23年 4り llHか ら施行さオじることとなった。

今llllの 改 :11の趣旨、概要等は「 記のとおりであるので、十分IW意 の L、 ダi管 内の養成

1'i/‐ 用ヽク‖|い ただくとと1)に 、その実施について遺淋11ク )な い .に うお願いする。

なお、各1可 公私 1ヽ大学長ル)て に|「 1、 文湘Sイ 1″
'許

省 .た り,jll途 通力!し ていることを|llし 添え

る。

1把

1.改 11:の′阻旨

偽t健師助産白littli4白 li法 及び ri・ i盤由li等 の人材 lill:f力 tυ )促 i■ に関する法

`11の

一‖
`を

改 ||:す

る″t`1彎 (｀ |ス 成 21イ lt″ tFI彎 釘j78)j・ )に より改 :liさ れた働t健山lilリリ産曲li看 ,:隻 出li法 (||イイ和 23
イli法颯彗γj 2()3;;・ )力い141茂 22イ li 4サ |力 らヽ力位イ∫き,し 、仇ti建白li及 0ヾりJpl白 liυ )九峰

“

jl教 イドに16

ける修業イli限 について、そオじぞオし「6か 月以 L」 から「 1イ 11以 11」 に延1(さ れた。

|,μ
ノli労働省においては、 1`4成 21イ 114月 から|り‖‖:さ れた「

ri・ 1雙教育の内容と方法に1関

する検 l卜1会」にて、わiた な修業年限にふさわしい教育内容匈}に ついて検 i:ヽ|を

`iい

、 1ヽ4成

22イ lil l月 に傷t健白li教 イメ及び助産白「教育のカリキュラノ、の改 il:案 が取 りまとめられ

た,

また、 文部FI学 省においては、「大学にお |サ る行i盤 系人材養ルtグ )イ 1:リ ノプに1井l¬
j´ る検||、 |

会」にて、厚ノ
littllJIJl省 の検 ::、1会 で1収 り業とめられた改 ||:案 をサ1出 川 した場合1/9大 学・短り切

大学υ)1丼t題 等について検lilを 行った.

以 11の検,IJを 踏よ′_、 教育内容の充実を図 り、餞t健自li又 は助産白liの 学校 又はit成 |りiに



おける学生又は生徒の実践能力の強化に向けた教育課程の改正を行 うため、改正省令を

公布するものである。

2.改正の概要

(1)保鯉自F教育について (別 l表 1関係 )

①  「地域看護学」について、名称を「公衆術生看護学」に改めるとともに、飾

考の 「学校街t健・産業,t健を含む。」を肖1除 した。

②  「
1劇人・家族・集卜‖の

`L活
支援」について、産業保健や学校保健における組

織tへの支援をり|“イヒする観点から、//1称 を「
ll‖ 人 。家族・集掃1・ 利Fl織 の支援」

に改め、また、「j也域看l雙活動展 1舅1論」及び「地j成看i隻管理|!論 」について、″:

称を「公衆術イliri・護活動展り‖論」及び 「公衆術生看f劣管理論」に改めるとと

もに、これらの lil位 数を 「計 10111位 」から「
11・ 14111位 」とした。また、

「公衆術生看i隻管メ|!論 」σ5‖i考に 「健康危機1り |!を 含む。」を加えた。

.③  「物t鯉 絆4れ |:行 政論」について、医療に1用 する内容を1月

“

:化する観点から、夕:

称を「
|力t健 |ク:療 絆

“

れ|:行政論」に改めた。

①  「地j)戊
Fi・ i隻学実習」について、

//1称
を 「公衆術′11看 :1隻 学実i彎 」に改めた。

⑤  「件‖人・家族・集|]1の
ノli活支援実ず|」 について、②と|11様の御↓メ,1か ら、名称

を 「個人 。家族 。集111・ 組織の支援実iイ 」に、鮒i考の 聯 続 した訪|‖指導を

含む
`,」

を「継続 した指導を含む`」 に改めた,,ま た、「1也域 Fi・ 1雙活動力せ111論 実

習」及び 「1也域看護41理論実習」について、名称を 「公衆術ノ
|三 看誰活動力せり‖

論実iセ|」 及び 「公衆術ノ
liFi‐ 護管メ|!論 実習」に改めるととく)に 、これらの|11位

数を 「
:il・ 2 11ti立 」から「

ill・ 3 nt位」とした。

() |口 は数の総 :il・ を 「231`位以 11」 から「28111位以上」とした。

(2)助産山li教育について (別 表 21場係 )

(l‐ l 「助ノ役診‖りi・ 1支 術学」の |11位数を「6111位」から「8111位」とした。

(0  「りJノ111り |!」 の |ltl立 数を 「l l11位」から 「2111位」とした。

③ 臨地実iマの 111位数を「9111位」から「11)111ク」とした。

の  1に位数の総 ,II・ を「23111位以 li」 から「28111位以上」とした。

3. 力恒

`子

リサI FIキト

(1)方Lイ「;り |卜 |

i141Jえ 2 3イ 114ナ 1 1 11カL`テ

(2)子准i鋤 |||ド :1

1ヽ4成 23イ li 3月 :3111ま でに1・旨
'ど

を受 |サ ている働t健山「又は助ノ1山 liの う4校又は養成

1'iに おいて、保健自li又 は助産白liと して必要な知1識及び技能を修習中の占・に係る教育の

内容に/~Jい ては、従||力 の例によることができることとした∴



4.実施に当た り留意すべき事項

改正省令の施行に伴い、都道府県如1■ においては、所帖の養成所の学則の変更等につい

て、遺渤1の ないよう当該養成所に対して指導されたい。



別紙
N1/成 23年 1月 6日  本曜 日
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割
昴
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一
１‐―‥‘‐‥
嶋
畦

証

一
‐‐‐――

‐‐
円

（行

政
機

関

の
休

日
休

則

）

〔省

〈フ
〕

○
保
健
師
助
産
―――ｌｉ
看
雄
―――――
学
校
養
成
所
指
定

規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

（文
部
科
学

・
厚
生
労
働

¨
）

○
保
健
師
助
産
師
看
泄
師
法
施
行
規
――１１
の

¨

部
を
改
正
す
る
省
令

（厚
生
労
働

一
）

〔上
自
　
　
　
一不
〕

○
電
波
法
第
百
条
節
に
規
定
す
る
電
波
の
監

視
を
行
う
場
所
に
関
す
る
件

の

一
部
を
改

ｌｌｉ
す
る
件

（総
務

三
）

○
電
波
法
第
百
一
．条
に
規
定
す
る
無
線
方
位

――――
定
装
樹
の
設
――――
場
所
に
関
す
る
件
の

一

部
を
改
―１１
す
る
件

（同
．■
）

○
指
定
無
線
設
備
を
使
用
す
る
無
線
局
の
免

許
の
中
甜
出
を
提
出
す

べ
き
官
署
の
名
称

及
び
所
在
地
を
定
め
る
件
の

一
部
を
改
正

す
る
件

（同
四
）

○
委
託
に
よ
る
無
線
局
の
周
波
数
の
測
定
に

関
す
る
手
続
、
測
定
方
法
及
び
手
数
料
寄

を
定
め
る
件

の
　
部
を
改
―――
す
る
件

（同
五
）

編 集 ,日 l脚
|

独立行政,去人日立印刷局

○

○
出
入
同
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第

の
二
の
表
の
技
能
突
習
の
項
の
下
側
に
規

定
す
る
川
体

の
要
件
を
定
め
る
省
令
第

条
第

一
号
卜
の
規
定
に
基
づ
き
艦
理
団
体

を
定
め
、
出
人
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法

第
七
条
第

一
項
第

一
一号
の
基
準
を
定
め
る

省
令
の
表

の
法
別
表
第

．
の
１
の
表
の
技

能
実
習
の
項
の
下
欄
第

．
号

口
に
褐
げ
る

活
動
の
川
の
下
側
第

一
十
九
号
の
規
定
に

基
づ
き
技
能
突
習
を
定
め
る
件

（法
務
′‥ｉ
）

○
日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

（同
六
）

○
ジ
ブ
チ
共
和
国
政
府
に
対
す
る
贈
与
に
関

す
る
――
本
国
政
府
と
ジ
フ
チ
共
和
国
政
府

と
の
――――
の
掛
簡
の
交
換
に
関
す
る
件

（外
務
六
）

○
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
ド
イ
ツ
連

邦
共
和
国
Ｌ
の
――１１
の
協
定

の
路
線
表

の
改

正
に
関
す
る
掛
簡
の
交
換
に
関
す
る
件

（同
七
）

○
保
安
林

の
指
定
を
す
る
件

（農
林
水
産

一
一九
～
三
六
）

○
卜
地
収
川
法
の
規
定
に
基
づ
き
事
業
の
認

定
を
し
た
件

（国
土
交
通
Ｌ
）

○
登
録
経
営
状
況
分
析
機
関
の
経
営
状
況
分

析
の
全
部
の
晩
止
の
中
し
出
が
あ

っ
た
件

（同
八
）

○
砂
防
法
第

二
条
の
上
地
を
指
定
す
る
件

（同
九
、　
一
〇
）

○
自
動
中
検
合
用
機
械
器
具
登
録
校
正
実
施

機
関
の
事
録
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ

っ

た
件

（同

．
Ｊ

レ

ジヽ

○
建
築
暴
準
法
の
規
定
に
基
つ
く
指
定
確
認

検
査
機
関
の
確
認
検
介
の
業
務
を
行
う
■

筋
所
の
所
に
地
を
変
更
し
た
件

（関
東
地
方
整
備
局
三
）

○
道
路
に
関
す
る
件

（九
州
地
方
整
備
局
　
）

〔国
会
事
項
〕

〔人
事
異
動
〕

内
閣
　
法
筋
省
　
財
筋
省
　
文
部
科
学
省

特
許
庁
　
最
高
裁
判
所

〔皇
室
事
項
〕

〔官
庁
報
告
〕

産
　
　
業

日
本
工
業
規
格

（国
に
交
通
省
）

国
家

‐ｌｉｔ
瞼

水
先
人

‐ｌｉ
ｔ
験
の
施
行

（国
Ｌ
交
通
省
）

公

聴

会

般
ガ
ス
供
給
約
款
の
変
更
の
認

―‐∫
に
係
る

公
聴
会
の
――――
冊

（九
州
経
済
産
業
局
）

国
■
調
査
の
成
果
の
認

‐
――――
の
公
告

（国
■
交
通
省
）

〔公
　
　
生
巳

富
庁＝

団
、
司
法
占
十
慇
成
処
分
、

―
‐
―
託
会
社

に
対
す
る
行
政
処
分
、
体
賀
束
部
１１
地
改

良
区
役
ｎ
の
選
任
、
埼
玉
北
部
ｌｌ
地
改
良

区
連
合
役
晨
の
選
任
及
び
就
任
関
係

‖

“`|:

JTI

裁
判
所

相
続
、
公
示
――――
告
、

破
産
、

――
別
清
弾
、

会
社
そ
の
他

失
踪
、
除
桁
決
定

再
生
関
係
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○
餃螂
翔
僻鶴
令
第
一号

保
健
師
助
産
師
看
穫
―――――
法

（―ｌｒｉ
和
三
十
二
年
法
―ｌｔ
第
二
百
三
号
）
第
十
九
条
第

一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
二
十
条

第

一
――
及
び
第
二
号
の
１，１
定
に
基
づ
き
、
保
健
師
助
産
師
看
穫
師
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の
　
部
を
改
正
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
ニ
ト
三
年
　
月
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　

　

　

文
部
科
学
人
―１１
　
高
木
　
札
明

厚
生
労
働
人
―１１
　
細
川
　
律
夫

保
健
師
助
確
ｒｌｌｌｉ
行
政
師
学
校
養
成
所
指
定
規
――――
の

一
部
を
改
ｉｌｉ
す
る
省
令

保
阻
―――――
助
産
師
看
池
師
学
校
推
成
所
指
定
規
則

（昭
和
三
卜
六
年
収
螂
鮪
令
第

一
号
）
の

．
部
を
次
の
よ
う
に
改
―１１

す
る
。

別
人

一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表

一

（第
一
条
関
係
）

公
衆
衛
生
看
池
学

公
衆
隔
生
看
池
学
概
論

個
人

・
家
族

・
集
川

・
組
織
の
支
援

公
衆
獅
生
看
護
活
動
展
―サｌｌ
論

公
衆
獅
生
看
穫
管
理
論

疫
学

保
健
統
計
学

保
拙
医
療
Ｍ
祉
行
政
諭

臨
地
実
習

公
衆
桁
生
看
穫
学
実
習

１１１‐―
人

・
家
族

・
集
―・――

・
組
織
の
支
援

”
ヽ
ロ
ー

公
衆
蘭
生
看
純
活
動
展
――――
論
実
習

公
衆
術
生
看
護
管
理
論
実
習

単
位
の
計
算
方
法
は
、

■
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

十
　
年
文
部
省
令
第

二
十
八
け
）
第

。―
　
条
第

語
高
『４
鶴
鰐
鷺
襴
場
痴
備
齢
輸
減
が
鮮
鰐
削
艘鷹繊
厳

容
を
併
せ
て
教
授
し
よ
う
Ｌ
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
，
折
弧
内
の
数
年
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

出
敗
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
Ｌ
脳
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨
地
実

習
五
単
位
以
Ｌ
及
び
臨
地
実
習
以
外
の
教
育
内
容

一十
二
叩
位
以
Ｌ
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
人
の
教
育
内

容
ご
と
の
１１１
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

別
人
¨
一を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
二

（第
１１
条
関
係
）

り
‐
―‥
雌
助
産
学

助
産
診
断

・
技
術
学

地
域
母
子
供
健

|11

1立

数

健
康
危
機
――
理
を
含
む
。

保
健
所

・
市
町
村
で
の
実
習
を
含
む
。

締
続
し
た
指
導
を
含
む
。

¨
　

看
穫
師
学
校
養
成
所
の
う
ち
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
課
１１１
を
設
け
る
も
の
と
併
せ
て
脩
定
を
受

け
、
か
つ
，
そ
の
学
生
又
は
生
徒
に
対
し

一
の
教
育
課
租
に
よ
り
こ
の
を
及
び
別
表
■
に
拙
げ
る
教
育
内

容
を
併
せ
て
救
投
じ
よ
う
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
括
弧
内
の
数
字
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

．
　

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
土
地
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨
地
実

習
卜
　
単
位
以
Ｌ
及
び
臨
地
実
習
以
外
の
教
育
内
容
ｒ
ｔ
単
位
以
Ｌ
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
人
の
教
育
内

容
ご
と
の
り
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
合
は
、
平
成
　
卜
二
年
四
月
　
日
か
ら
施
行
す
る
。

，
一　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
指
定
を
受
け
て
い
る
学
校
又
は
■
成
所
に
お
い
て
、
保
他
師
又
は
助
席
師
と
し
て
必

要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
習
中
の
と
に
係
る
教
育
の
内
容
に
つ
い
て
は
，
こ
の
省
告
に
よ
る
改
正
後
の
別
表

．
及
び

別
表
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｏ
厚
生
労
働
省
令
第

一
号

保
鯉
師
助
産
師
看
穫
子‐‐‐ｉ
法

（昭
和

卜^
一
年
法
律
第
一
百
三
号
）
第
一
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
他
師
助
産
師

‘
概
―――――
法
施
行
規
――ｌｉ
の
　
部
を
改
正
す
る
省
行
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年

一
＝
六
＝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
人
―１１
　
細
川
　
律
人

保
拠
師
助
産
師
看
穫
師
法
施
行
規
――――
の

．
部
を
政
正
す
る
省
令

保
健
師
助
産
師
看
巡
師
法
施
行
規
１１１１

（‐―イー
和
．
卜
六
午
厚
生
省
令
第
ニ
ト
四
号
）
の

．
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

第

一卜
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
．

（保
健
師
川
家

‐ｌｉｔ
敗
の
試
験
科
日
）

第
二
十
条
　
保
阻
師
国
家
試
験
は
、
次
の
■
日
に
つ
い
て

，７
う
・

公
衆
階
生
嬌
出
学

疫
学

保
鯉
統
計
学

保
拠
医
療
福
――――
行
政
諭

第
二
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（看
護
師
国
家

‐―，
ｔ
験
の
試
験
科
日
）

第
二
十
二
条
　
看
灘
師
国
家

‐―，
ｔ
数
は
、
次
の
＝
――
に
つ
い
て
行
う
。

人
体
の
構
地
Ｌ
機
能

疾
病
の
成
り
立
ち
と
回
復

‐ノ，
促
進

拠
凛
支
援
Ｌ
社
会
保
障
―――――
段

基
礎
看
穫
学

成
人
看
護
学

者
年
看
概
学
　
　
　
　
　
′

小
児
看
般
学

母
性
看
灘
学

精
神
‘
概
学

住
宅
看
護
諭

看
概
の
統
合
と
実
腱

附
　
則

こ
の
省
合
は
、
平
成
ニ
ト
ニ
年
‐′！．―
月
　
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
，
第

・
１
十
条
の
改
正
規
定
は
，
平
成
１
十
四
年

四
月

．
日
か
ら
施
行
す
る
．
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別
表

一

（第
二
条
関
係
）

教

育

内

容

別
表

一

（第
二
条
関
係
）

教

育

内

容

保
健
師
助
産
師
看
護
師
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

○
　
保
健
師
助
産
師
看
護
師
学
校
養
成
所
指
定
規
則

（昭
和
二
十
六
年
文
部
省

公
衆
術
生
看
護
学

公
衆
術
生
看
護
学
概
論

個
人

・
家
族

・
集
団

。
組
織
の
支
援

公
衆
衛
生
看
護
活
動
展
開
論

公
衆
術
生
看
護
管
理
論

疫
学

保
健
統
計
学
　
　
　
　
　
ヽ

側
劇
嗣
翻
翻
悧
鰤
劃
図
調

臨
地
実
習

公
衆
衛
生
看
護
学
実
習

個
人

・
家
族

・
集
団

・
組
織
の
支

援
実
習

公
洲
畳
劃
爾
馴
園
馴
劉
割

劉
翻
壇
コ
響
測
璽
割

日
鳳
硼
馴
副
爾
「

保
健
所

。
市
町
村
で
の
実

習
を
含
む
。

継
続
し
た
指
導
を
含
む
。

地
域
看
護
学

地
域
看
護
学
概
論

倒
引
易
劇
Ｊ
翻
司
創
馴
硼

地
域
看
護
活
動
展
開
論

地
域
看
護
管
理
論

疫
学

保
健
統
計
学

側
翻
樹
剛
悶
鋼
凶
翻

臨
地
実
習

地
域
看
護
学
実
習

個
人

・
家
族

・
集
団
の
生
活
支

援
実
習

期
響
暑
測
馴
脚
紺
劉
「

劉
暮

劃

刷

璽

劃

（傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

鮒
悧
翻
「
潮
剛
囲
目

含
む
。

保
健
所

。
市
町
村
で
の
実

習
を
含
む
。

細
制
ｄ
ｄ
謝
聞
樹
判
を
含

む
。

一
六

（
一
四
）二

｝‥〓
一
（
一

-t-ft=:tll :tll

四|四IV二 二

三
|

新
旧
対
照
条
文

・
厚
生
省
令
第

一
号
）

（抄
）

一
二

（
一
〇
）二

一
〇

（人
）

〓
一
（一

二
|
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単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準

（昭
和
三
十

一
年
文
部
省
令

第
二
十
人
号
）
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

看
護
師
学
校
養
成
所
の
う
ち
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
課
程
を
設

け
る
も
の
と
併
せ
て
指
定
を
受
け
、
か
つ
、
そ
の
学
生
又
は
生
徒
に
対

し

一
の
教
育
課
程
に
よ
り
こ
の
表
及
び
別
表
三
に
掲
げ
る
教
育
内
容
を

併
せ
て
教
授
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
括
弧
内
の
数
字
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨
地
実
習
五
単
位
以
上
及
び
臨
地
実
習
以

外
の
教
育
内
容
二
十
三
単
位
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育

内
容
ご
と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（第
二
条
関
係
）

備
考

　
一　

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準

（昭
和
三
十

一
年
文
部
省
令

第
二
十
人
号
）
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

一
一　
看
護
師
学
校
養
成
所
の
う
ち
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
課
程
を
設

け
る
も
の
と
併
せ
て
指
定
を
受
け
、
か
つ
、
そ
の
学
生
又
は
生
徒
に
対

し

一
の
教
育
課
程
に
よ
り
こ
の
表
及
び
別
表
三
に
掲
げ
る
教
育
内
容
を

併
せ
て
教
授
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
括
弧
内
の
数
字
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

〓
一　
複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨
地
実
習
．回
判
側
以
上
及
び
臨
地
実
習
以

外
の
教
育
内
容
十
九
単
位
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内

容
ご
と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

表
二

（第
二
条
関
係
）

五
二|一 ノЧ

V

基
礎
助
産
学

助
産
診
断

・
技
術
学

地
域
母
子
保
健

助
産
管
理

臨
地
実
習

助
産
学
実
習

実
習
中
分
べ
ん
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は

、
助
産
師
又
は
医
師
の
監
督
の
下
に
学

基
礎
助
産
学

助
産
診
断

・
技
術
学

地
域
母
子
保
健

　

・

助
産
管
理

臨
地
実
習

助
産
学
実
習

三
|三

一ハ

（
五

九|九卜 |一 六IV
実
習
中
分
べ
ん
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は

、
助
産
師
又
は
医
師
の
監
督
の
下
に
学

-2-



単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定

の
例
に
よ
る
。

看
護
師
学
校
養
成
所
の
う
ち
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
課
程
を
設

け
る
も
の
と
併
せ
て
指
定
を
受
け
、
か
つ
、
そ
の
学
生
又
は
生
徒
に
対

し

一
の
教
育
課
程
に
よ
り
こ
の
表
及
び
別
表
三
に
掲
げ
る
教
育
内
容
を

併
せ
て
教
授
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
括
弧
内
の
数
字
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨
地
実
習
十

一
単
位
以
上
及
び
臨
地
実
習
以

外
の
教
育
内
容
十
七
単
位
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内
容

ご
と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

△
口
　

計

刊

川

∃

呵

生

一
人
に
つ
き
十
回
程
度
行
わ
せ
る
こ

と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
原
則
と
し

て
、
取
り
扱
う
分
べ
ん
は
、
正
期
産

・

経
腔
分
べ
ん

。
頭
位
単
胎
と
し
、
分
ベ

ん
第

一
期
か
ら
第
二
期
終
了
よ
り
二
時

間
ま
で
と
す
る
。

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定

の
例
に
よ
る
。

看
護
師
学
校
養
成
所
の
う
ち
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
課
程
を
設

け
る
も
の
と
併
せ
て
指
定
を
受
け
、
か
つ
、
そ
の
学
生
又
は
生
徒
に
対

し

一
の
教
育
課
程
に
よ
り
こ
の
表
及
び
別
表
三
に
掲
げ
る
教
育
内
容
を

併
せ
て
教
授
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
括
弧
内
の
数
字
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め

ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨
地
実
習
九
単
位
以
上
及
び
臨
地
実
習
以
外

の
教
育
内
容
十
四
単
位
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内
容
ご

と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

備
考

△
口
　
　
計

一
一一一一
（一
一一
一）

生

一
人
に

つ
き
十
日
程
度
行
わ
せ
る
こ

と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
原
則
と
し

て
、
取
扱
う
分
べ
ん
は
、
正
期
産

。
経

腔
分
べ
ん

。
頭
位
単
胎
と
し
、
分
べ
ん

第

一
期
か
ら
第
二
期
終
了
よ
り
二
時
間

ま
で
と
す
る
。

●

●
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